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(57)【要約】
　
【課題】　端末の操作方法を相手端末に伝えることがで
きる通信システムおよび操作方法伝達方法を提供するこ
と。
【解決手段】　送信端末１００は、操作手順を含んだ操
作誘導ファイルを電子メールで送信し、受信端末３００
においては、メール受信部３０１が操作誘導ファイルを
受信する。そして、受信端末３００の表示部３０７等が
、操作誘導ファイルに従った操作手順をユーザに提示す
ることができる。これにより、遠隔にいるユーザに対し
て操作誘導を確実に行うことができる。なお、表示部３
０７がユーザに操作手順を提示する代わりに、スピーカ
部３０６またはボタン部３０８などを用いても良い。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信端末と、受信端末とからなる通信システムにおいて、
　前記送信端末は、
　操作手順を含んだ操作誘導ファイルを送信する送信端末側送信手段を備え、
　前記受信端末は、
　前記送信端末側送信手段により送信された操作誘導ファイルを受信する受信端末側受信
手段と、
　前記受信端末側受信手段により受信された操作誘導ファイルに従った操作手順をユーザ
に提示する提示手段と
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　操作情報変換サーバをさらに備え、
　前記受信端末は、
　前記受信端末側受信手段により受信された操作誘導ファイルを前記操作情報変換サーバ
に送信する受信端末側送信手段をさらに備え、
　前記操作情報変換サーバは、
　前記受信端末から操作誘導ファイルを受信するサーバ側受信手段と、
　前記サーバ側受信手段により受信された操作誘導ファイルに示された操作手順により実
現されるイベントを認識する解析手段と、
　前記解析手段により認識されたイベントを示すイベント情報を前記受信端末に返信する
返信手段と、を備え、
　前記提示手段は、前記操作情報変換サーバから送信されたイベント情報に従った操作手
順をユーザに提示することを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記受信端末は、
　イベント情報と操作手順とを対応付けて記憶する記憶手段をさらに備え、
　前記提示手段は、前記記憶手段から、前記操作情報変換サーバから返信されたイベント
情報に対応する操作手順を抽出して、提示することを特徴とする請求項２に記載の通信シ
ステム。
【請求項４】
　前記情報変換サーバにおいて、
　前記サーバ側受信手段は、前記受信端末の機種情報を受信し、
　前記解析手段は、認識したイベントが、前記機種情報に基づいて前記受信端末において
操作可能なイベントであるか否かを判断し、
　前記返信手段は、前記受信端末において操作可能なイベントではないと判断すると、そ
の旨を受信端末に送信することを特徴とする請求項２または３に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記受信端末は、
　当該受信端末における設定状態を記憶する設定情報記憶手段と、
　前記提示手段は、前記設定情報記憶手段に記憶されている設定状態に基づいて定められ
た操作手順方法で操作手順を提示することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に
記載の通信システム。
【請求項６】
　送信端末と、受信端末とからなる通信システムの端末操作伝達方法において、
　前記送信端末は、
　操作手順を含んだ操作誘導ファイルを送信する送信端末側送信ステップを備え、
　前記受信端末は、
　前記送信端末側送信ステップにより送信された操作誘導ファイルを受信する受信端末側
受信ステップと、
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　前記受信端末側受信ステップにより受信された操作誘導ファイルに従った操作手順をユ
ーザに提示する提示ステップと
　を備えることを特徴とする端末操作伝達方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムおよび端末操作伝達方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯電話等はその操作性が複雑になってきている。そのため、操作ガイダンス機
能が考えられている。例えば特許文献１には、情報処理装置の全操作キーと該イベントに
応じた操作キーのガイダンス情報とを記憶させておき、イベント発生時にディスプレイに
ガイダンス情報を表示して操作方法の誘導を実現させることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１７２８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述特許文献１に記載の技術では、自己が所有する移動機におけるガイ
ダンス機能であり、遠隔地にいる他のユーザが所有する移動機においてガイダンスを行う
ことができない。例えば、遠隔地にいる友達や家族に伝えたい機能・操作方法があった場
合、それを言葉で伝えるしかないため相手側である他のユーザが教えられた操作を実際に
行うためには、結局自端末において自力で操作を行う必要があり、所望の操作を行うこと
ができない場合があり得る。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述の課題を解決するために、端末の操作方法を相手端末に伝える
ことができる通信システムおよび操作方法伝達方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するために、本発明の通信システムは、送信端末と、受信端末とから
なる通信システムにおいて、前記送信端末は、操作手順を含んだ操作誘導ファイルを送信
する送信端末側送信手段を備え、前記受信端末は、前記送信端末側送信手段により送信さ
れた操作誘導ファイルを受信する受信端末側受信手段と、前記受信端末側受信手段により
受信された操作誘導ファイルに従った操作手順をユーザに提示する提示手段とを備えてい
る。
【０００７】
　また、本発明の端末操作伝達方法は、送信端末と、受信端末とからなる通信システムの
端末操作伝達方法において、前記送信端末は、操作手順を含んだ操作誘導ファイルを送信
する送信端末側送信ステップを備え、前記受信端末は、前記送信端末側送信ステップによ
り送信された操作誘導ファイルを受信する受信端末側受信ステップと、前記受信端末側受
信ステップにより受信された操作誘導ファイルに従った操作手順をユーザに提示する提示
ステップとを備えている。
【０００８】
　この発明によれば、送信端末は、操作手順を含んだ操作誘導ファイルを送信し、受信端
末は、操作誘導ファイルを受信し、そして操作誘導ファイルに従った操作手順をユーザに
提示することができる。これにより、遠隔にいるユーザに対して操作誘導を確実に行うこ
とができる。
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【０００９】
　また、本発明の通信システムは、操作情報変換サーバをさらに備え、前記受信端末は、
前記受信端末側受信手段により受信された操作誘導ファイルを前記操作情報変換サーバに
送信する受信端末側送信手段をさらに備え、前記操作情報変換サーバは、前記受信端末か
ら操作誘導ファイルを受信するサーバ側受信手段と、前記サーバ側受信手段により受信さ
れた操作誘導ファイルに示された操作手順により実現されるイベントを認識する解析手段
と、前記解析手段により認識されたイベントを示すイベント情報を前記受信端末に返信す
る返信手段と、を備え、前記提示手段は、前記操作情報変換サーバから送信されたイベン
ト情報に従った操作手順をユーザに提示することが好ましい。
【００１０】
　この発明によれば、受信端末は、受信された操作誘導ファイルを操作情報変換サーバに
送信し、この操作情報変換サーバは、受信端末から操作誘導ファイルを受信すると、この
操作誘導ファイルに示された操作手順により実現されるイベントを認識し、認識されたイ
ベントを示すイベント情報を受信端末に返信することができる。受信端末では、操作情報
変換サーバから送信されたイベント情報に従った操作手順をユーザに提示することができ
る。よって、異機種間における操作性の相違を操作情報変換サーバにより吸収し、受信端
末にあったイベント情報を通知することができ、遠隔にいるユーザに対して操作誘導を確
実に行うことができる。
【００１１】
　また、本発明の通信システムにおいて、前記受信端末は、イベント情報と操作手順とを
対応付けて記憶する記憶手段をさらに備え、前記提示手段は、前記記憶手段から、前記操
作情報変換サーバから返信されたイベント情報に対応する操作手順を抽出して、提示する
ことが好ましい。
【００１２】
　この発明によれば、受信端末は、イベント情報と操作手順とを対応付けて記憶しておき
、操作情報変換サーバから返信されたイベント情報に対応する操作手順を抽出して提示す
ることで、異機種間における操作性に相違があっても、受信端末は適切な操作手順を取得
し、ユーザに提示することができる。
【００１３】
　また、本発明の通信システムは、前記情報変換サーバにおいて、前記サーバ側受信手段
は、前記受信端末の機種情報を受信し、前記解析手段は、認識したイベントが、前記機種
情報に基づいて前記受信端末において操作可能なイベントであるか否かを判断し、前記返
信手段は、前記受信端末において操作可能なイベントではないと判断すると、その旨を受
信端末に送信することが好ましい。
【００１４】
　この発明によれば、情報変換サーバにおいて、送信端末で行われた操作手順情報に基づ
いてイベントを認識し、その認識したイベントが受信端末の機種情報に基づいて当該受信
端末において操作可能なイベントであるか否かを判断する。そして、受信端末において操
作可能なイベントではないと判断すると、その旨を受信端末に送信する。これにより、受
信端末において操作可能なイベントではない場合、例えばテレビ機能が無いのに、テレビ
操作を含んだ操作手順情報が送信側から送信された場合には、その旨を受信端末において
知ることができる。よって、操作することができないイベントを受信端末に送ることなく
、操作性のよいシステムを提供することができる。
【００１５】
　また、本発明の通信システムにおいて、前記受信端末は、当該受信端末が備えているデ
バイスの設定状態を記憶する設定情報記憶手段と、前記提示手段は、前記設定情報記憶手
段に記憶されている設定状態に基づいて定められた操作手順方法で操作手順を提示するこ
とが好ましい。
【００１６】
　この発明によれば、受信端末が備えているデバイスの設定状態を記憶しておき、提示手
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段は、その設定状態に基づいて定められた操作手順で提示することができる。よって、例
えば、マナーモードなど音が出ない場合には、スピーカを用いた操作誘導を行わないよう
にすることができ、使い勝手の良い装置を実現することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、遠隔にいるユーザに対して操作誘導を確実に行うことができる。また
、異機種間においてその操作性の違いを吸収して適切な操作誘導を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態の通信システム１０のシステム構成図である。
【図２】送信端末１００の機能を示すブロック図である。
【図３】受信端末３００の機能を示すブロック図である。
【図４】操作情報変換サーバ４００の機能を示すブロック図である。
【図５】データベース部４０２ａが記憶する管理テーブルの説明図である。
【図６】受信端末３００のボタン構成を示す説明図である。
【図７】操作手順情報記憶部３０５ａが記憶する管理テーブルの説明図である。
【図８】通信システム１０の処理を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分に
は同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００２０】
　図１は、本実施形態の通信システム１０のシステム構成図である。図１に示すように通
信システム１０は、送信端末１００、通信接続サーバ２００、受信端末３００、および操
作情報変換サーバ４００を含んで構成されている。
【００２１】
　送信端末１００は、操作履歴に基づいて操作誘導ファイルを生成し、生成した操作誘導
ファイルを電子メールに添付して、通信接続サーバ２００を経由して受信端末３００に送
信する。
【００２２】
　受信端末３００は、操作誘導ファイルが添付ファイルとして添付された電子メールを受
信し、ユーザ操作にしたがってその操作誘導ファイルを展開すると、操作情報変換サーバ
４００に、展開して操作誘導ファイルを送信する。なお、操作情報変換サーバ４００のア
ドレス等は、受信端末３００に予め設定されていてもよいし、操作誘導ファイルに記述さ
れてもよい。
【００２３】
　そして、操作情報変換サーバ４００は、操作誘導ファイルを解析し、送信端末１００に
おいて実行した機能（イベント）を示すイベント情報を取得し、当該取得したイベント情
報を受信端末３００に返信する。受信端末３００は、返信されたイベント情報にしたがっ
てイベント発生手順を表示する。
【００２４】
　このようにして、本実施形態の通信システム１０は、他の端末において操作手順を提示
させることができる。特に、操作情報変換サーバ４００が存在していることで、異機種間
においてもその操作手順の違いを変換することができる。以下、送信端末１００、受信端
末３００、および操作情報変換サーバ４００について詳細に説明する。
【００２５】
　図２は、送信端末１００の機能を示すブロック図である。図２に示すように、送信端末
１００は、端末操作入力部１０１、データベース部１０２、およびメーラ１０３を含んで
構成されている。なお、この送信端末１００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、通信モジュー
ル等を備えており、ＲＡＭ、ＲＯＭ等において記憶されている操作プログラム、通信プロ
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グラム等をＣＰＵが実行することにより、後述するとおりの機能を実行することができる
。
【００２６】
　端末操作入力部１０１は、メール作成、アプリケーション操作、音楽を聴く、テレビを
視聴、位置情報測位、ＷＥＢブラウジング（サイト閲覧、BOOKマーク登録）のための操作
入力を受け付ける部分である。この端末操作入力部１０１は、テンキー、ファンクション
キーなどのハードウエアボタン、またはこのハードウエアボタンからメニュー画面を介し
て各種機能の実行を受け付けることができる。
【００２７】
　データベース部１０２は、操作手順情報を記憶する操作履歴記憶部１０２ａおよび対応
端末機種記憶部１０２ｂを含んでいる。
【００２８】
　操作履歴記憶部１０２ａは、端末操作入力部１０１において受け付けられた各種機能を
実行するための操作手順を操作手順情報として記憶する部分である。例えば、操作履歴記
憶部１０２ａは、操作手順情報として、各ハードウエアキーが押下された手順を、記号等
をもって記憶する。さらに、操作履歴記憶部１０２ａは、付加情報としてＷＥＢブラウジ
ングした際に得られたキャッシュ情報（Ｗｅｂページ）をあわせて記憶する。この場合、
操作手順と対応付けてキャッシュ情報を記憶することが好ましい。これにより、キャッシ
ュ情報を利用してページ遷移で誘導することが可能となる。
【００２９】
　対応端末機種記憶部１０２ｂは、送信端末１００の対応端末機種を記憶する部分である
。機種によっては操作手順が異なったり、また受信端末３００において、送信端末１００
と同じ機能がなかったりする場合があるため、操作情報変換サーバ４００または通信接続
サーバ２００において対応端末機種を判断させることで、誤った操作を行わせたりするこ
とがないようにする。
【００３０】
　メーラ１０３は、電子メールを作成し、そして送信するためのアプリケーションおよび
そのための通信制御部分である。ユーザがメーラ１０３を操作することにより、メーラ１
０３は、操作履歴記憶部１０２ａに記憶されている操作手順情報、付加情報、および対応
端末機種記憶部１０２ｂに記憶されている対応端末機種を取り出し、操作手順情報、付加
情報および対応端末機種を含んだ操作誘導ファイルを生成する。そして、生成した操作誘
導ファイルを電子メールに添付して、通信接続サーバ２００を介して受信端末３００に送
信する。
【００３１】
　このような構成により送信端末１００は、操作誘導ファイルを受信端末３００に送信す
ることができる。
【００３２】
　つぎに、受信端末３００について説明する。図３は、受信端末３００の機能を示すブロ
ック図である。受信端末３００は、メール受信部３０１、添付ファイル抽出部３０２、制
御部３０３、設定部３０４、データベース部３０５、スピーカ部３０６、表示部３０７、
およびボタン部３０８を含んで構成されている。この受信端末３００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、および通信モジュール等から構成されており、ＲＯＭに記憶されているプログ
ラムにしたがって以下の機能を実行することができる。
【００３３】
　メール受信部３０１は、送信端末１００から送信された電子メールを受信する部分であ
る。
【００３４】
　添付ファイル抽出部３０２は、メール受信部３０１で受信された電子メールに添付され
ている添付ファイルを抽出する部分である。本実施形態では、操作誘導ファイルが電子メ
ールに添付されているため、ユーザ操作にしたがって、当該操作誘導ファイルを抽出し、
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展開する。
【００３５】
　制御部３０３は、添付ファイル抽出部３０２により抽出された操作誘導ファイルを操作
情報変換サーバ４００に送信する部分である。操作情報変換サーバ４００のアドレスは、
操作誘導ファイルに記述されたアドレスを解析してもよいし、また操作誘導ファイルであ
ることを判断した場合に、予め設定されたアドレスに送信するようにしてもよい。
【００３６】
　また、制御部３０３は、操作情報変換サーバ４００から操作誘導ファイルの解析結果と
して送信されたイベント情報および付加情報を受信する部分である。制御部３０３は、操
作情報変換サーバ４００から、受信端末用操作誘導ファイルとして、イベント情報および
付加情報を受信すると、設定部３０４において設定されている設定情報を確認する。例え
ば、設定情報は、装置がどのような設定がなされているのかが示されており、音が出ない
スピーカオフモード（いわゆるマナーモード）に設定されているのか、ディスプレイがオ
フモードに設定されているのかなどを示している。
【００３７】
　制御部３０３は、設定部３０４で設定されている各種デバイス・機能の設定情報に対応
する操作手順情報をデータベース部３０５における操作手順情報記憶部３０５ａから取得
し、取得した操作手順情報にしたがってスピーカ部３０６、表示部３０７またはボタン部
３０８を制御して、操作手順をユーザに提示する。例えば、スピーカオフモードに設定さ
れているのであれば、設定情報で設定されている、例えばスピーカから操作手順をユーザ
に提示することなく、ディスプレイのみで提示するなどの制御を行う。
【００３８】
　設定部３０４は、誘導デバイスの設定状態を記憶する部分である。例えば、スピーカの
音量がオフ（マナーモード）に設定されているとか、ディスプレイがオフ状態に設定され
ているとか、操作手順を誘導するためのデバイスの設定情報を記憶する。制御部３０３は
、設定部３０４にて設定されている設定情報（状態）に基づいて、データベース部３０５
からその設定情報に対応する誘導方法および操作手順情報を取得し、そしてその誘導方法
に従った操作手順制御を実行することができる。
【００３９】
　データベース部３０５は、各種イベントを発生させる操作手順を記述する操作手順情報
記憶部３０５ａ、およびボタン部３０８の操作順を記憶する操作記憶部３０５ｂを備えて
いる。
【００４０】
　操作手順情報記憶部３０５ａは、メール作成、テレビ視聴等の各種イベントを示すイベ
ント情報と設定情報と誘導方法と当該イベントを発生させるためのイベント発生操作手順
とを対応付けて記憶する部分である。ここで誘導方法とは、ユーザに対してどのようなデ
バイスを用いて操作誘導をさせるかを示す情報であり、例えば設定情報がスピーカオフモ
ード（マナーモード）であった場合、誘導方法としてディスプレイで手順を表示すること
が対応付けられている。
【００４１】
　具体的には、操作手順情報記憶部３０５ａは図７に示される管理テーブルを記憶する。
図７に示すとおり、この管理テーブルには、イベント情報、設定情報、誘導方法および操
作手順が対応付けて記憶されている。制御部３０３は、この管理テーブルを参照すること
により、設定情報に対応するいずれの操作手順を実行するか判断し、当該操作手順に基づ
いて各デバイスを制御することができる。例えば、制御部３０３は、スピーカオフ、ディ
スプレイオフ、またはボタンライトオフ（テンキー等のバックライトがオフの状態）など
の設定情報に応じて、どのような誘導方法を採用するか決定し、制御することができる。
【００４２】
　操作記憶部３０５ｂは、ボタン部３０８により押下されたボタンの操作履歴を記憶する
部分である。操作誘導にしたがって押下された場合も記憶することができ、操作記憶部３
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０５ｂに記憶された操作履歴は繰り返し、表示部３０７、ボタン部３０８等で表現するこ
とができる。
【００４３】
　スピーカ部３０６は、音を出力する部分であり、通話や、音楽再生に用いられるほか、
操作誘導のための音声メッセージを出力することができる。例えば、この音声メッセージ
は、イベントを実行するための操作手順どおりの操作が行われるまで、繰り返しメッセー
ジは出力される。
【００４４】
　表示部３０７は、電話番号の入力、電子メールの作成、ＷＥＢ閲覧、テレビ視聴などの
各種情報を表示する部分であり、さらに、操作誘導のための誘導メッセージを表示するこ
とができる。また、表示部３０７がタッチパネルの機能を有していた場合には、タッチパ
ネル上に表示されているボタンに対する押下を促すよう、各ボタンは点灯または点滅させ
るように構成されてもよい。
【００４５】
　ボタン部３０８は、端末操作を受け付ける部分であり、各ボタンは個別に点灯または点
滅可能に構成されている。送信端末１００から指示されたイベント情報を実行するために
各ボタンはユーザにより押下（または操作）されるまで点灯または点滅し続けるように構
成されている。
【００４６】
　つぎに、操作情報変換サーバ４００について説明する。図４は、操作情報変換サーバ４
００の機能を示すブロック図である。この操作情報変換サーバ４００は、通信制御部４０
１、操作情報解析部４０２、およびファイル生成部４０３を含んで構成されている。この
操作情報変換サーバ４００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、通信モジュール等から構成され
ているものであって、ＲＯＭに記憶されているプログラムをＣＰＵが実行することにより
以下の各機能を実行することができる。
【００４７】
　通信制御部４０１は、受信端末３００から、当該受信端末３００を一意に識別させる識
別情報であるＵＡ（User Agent）情報および操作誘導ファイルを受信する部分である。受
信したＵＡ情報および操作誘導ファイルを、操作情報解析部４０２に出力し、イベント情
報および付加情報を含んだ受信端末用操作誘導ファイルを生成させる。
【００４８】
　また、通信制御部４０１は、操作情報解析部４０２にて生成されたイベント情報および
付加情報を、ファイル生成部４０３から受け取り、これをＵＡ情報により特定された受信
端末３００に送信する。
【００４９】
　操作情報解析部４０２は、通信制御部４０１により受信された操作誘導ファイルを解析
する部分である。具体的には、操作情報解析部４０２は、データベース部４０２ａおよび
変換部４０２ｂを備えており、変換部４０２ｂはデータベース部４０２ａに記憶されてい
る情報にしたがって、操作誘導ファイルを受信端末３００にて実行可能な形式であるイベ
ント情報およびその付加情報を含んだ受信端末用操作誘導ファイルの形式に変換する。
【００５０】
　データベース部４０２ａは、操作誘導ファイルに記述されている操作手順から送信端末
１００において実行されたイベントを導出するための管理テーブルを記憶する。具体的に
は、データベース部４０２ａは、図５に示される管理テーブルを記憶する。図５に示すと
おり、この管理テーブルには、対応端末機種、操作部情報、イベント、およびイベント発
生操作手順が対応付けて記憶されている。対応端末機種は、機種を示す情報である。操作
部情報は、ハードウエアキーか、ソフトウエアキーか、いずれを用いて操作させるかを示
す情報である。イベント発生操作手順は、ボタン操作手順を示す情報である。例えば、図
６に示すボタン構成を受信端末３００が有している場合を想定している。図６では、記号
Ａ～Ｌおよび数字０～９が各ボタンに割り当てられている。また、十字ボタン３０８ａに
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は、その操作方向（押下方向）に応じて上下左右および中（中心）が割り当てられている
。図５におけるイベント発生操作手順では、図６に示されている記号をもってその手順が
表されている。
【００５１】
　変換部４０２ｂは、通信制御部４０１において受信された操作誘導ファイルに記述され
ている操作手順を、どのようなイベントを発生させるためのものかを示すイベント情報に
変換する部分である。この変換部４０２ｂは、データベース部４０２ａに記憶されている
管理テーブルにしたがって変換処理を実行することができる。例えば、変換部４０２ｂは
、操作誘導ファイルにおいて、送信端末１００の対応端末機種“Ｎ－０１Ａ”、操作手順
“下→中→Ｅ”が記述されていた場合には、データベース部４０２ａの管理テーブルを参
照して、対応するイベント“通話”を導出し、これをイベント情報とする。
【００５２】
　ファイル生成部４０３は、操作情報解析部４０２により解析され、変換されて得られた
イベント情報（付加情報を含む場合あり）を含んだ受信端末用操作誘導ファイルを生成す
る部分である。ファイル生成部４０３が生成した受信端末用操作誘導ファイルは通信制御
部４０１により受信端末３００に送信される。さらに、このファイル生成部４０３は、受
信端末３００から送信されたＵＡ情報から、操作情報解析部４０２において導出したイベ
ントが実行可能であるか否かを判断する。このファイル生成部４０３は、ＵＡ情報と実行
可能な機能とを対応付けて記憶する機能管理テーブル４０３ａとアクセス可能に構成され
ており、この機能管理テーブル４０３ａに基づいて受信端末３００における各種イベント
の実行の可否を判断することができる。なお、機能管理テーブル４０３ａにかえて、デー
タベース部４０２ａにＵＡ情報をさらに対応付けて記憶させるようにしてもよい。
【００５３】
　このように操作情報変換サーバ４００は、送信端末１００において実行したイベントを
把握することができ、それを受信端末３００に通知することができる。
【００５４】
　つぎに、このように構成された通信システム１０の処理について説明する。図８は、通
信システム１０の処理を示すシーケンス図である。
【００５５】
　送信端末１００（メーラ１０３）から受信端末３００あてに、操作誘導ファイルが添付
された電子メールが送信される（Ｓ１０１）。通信接続サーバ２００において、その電子
メールが一旦受信される。そして、受信端末３００が操作誘導ファイルを処理可能なもの
であるかが、通信接続サーバ２００にて判断される（Ｓ１０２）。ここで処理不可である
と判断されると（Ｓ１０２：Ｎｏ）、電子メールから添付ファイルが削除され、そのまま
電子メールが受信端末３００に送信される（図示せず）とともに、送信端末１００に処理
不可の旨の通知（例えば電子メールによる通知）がなされる（Ｓ１０３）。
【００５６】
　なお、通信接続サーバ２００においては、操作誘導ファイルは所定のフォーマットで形
成されており、これを識別することにより操作誘導のための電子メールであるか否かを判
断し、上述の判断処理を実行することができる。また、操作誘導ファイルを識別すること
に代えて、電子メールの本文自体に、操作誘導のための電子メールである旨を記述するこ
とにより、それを判断するようにしても良い。また、受信端末３００が操作誘導ファイル
に対する処理が可能な端末化否かの判断は、例えばＨＬＲ（Home Location Register）な
どで管理されている端末機種情報などに基づいて実行される。
【００５７】
　また、Ｓ１０２において、受信端末３００において処理可能であると判断されると、そ
のまま操作誘導ファイルが添付された電子メールが受信端末３００に送信される（Ｓ１０
４）。受信端末３００では、操作誘導ファイルが添付された電子メールがメール受信部３
０１により受信される。そして、ユーザの操作（ボタン部３０８を操作）により、操作誘
導ファイルが選択されると、添付ファイル抽出部３０２により操作誘導ファイルが抽出さ
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れ、制御部３０３によりＵＡ情報とともに操作誘導ファイル（付加情報を含む場合があり
）が操作情報変換サーバ４００に送信される（Ｓ１０６）。
【００５８】
　操作情報変換サーバ４００では、変換部４０２ｂがデータベース部４０２ａに記憶され
ている管理テーブルを参照することにより、操作誘導ファイルに記述されている送信端末
１００の対応端末機種および操作手順に対応するイベント情報が導出される（Ｓ１０７）
。そして、ファイル生成部４０３により、当該イベント情報が受信端末３００で操作可能
であるか否かが判断される（Ｓ１０８）。例えば、イベント情報がテレビ視聴を示してい
るが、受信端末３００においてテレビ機能がない場合には、視聴することができない。よ
って、この場合にはイベント情報を受信端末３００に送信することなく、操作不可である
旨が通知される（Ｓ１０８：Ｎｏ）。この通知を受けた受信端末３００では、実行できな
い旨がユーザに提示される（Ｓ１０９）。
【００５９】
　なお、操作情報変換サーバ４００には、端末機種が保有する機能が記憶されている。例
えば、対応端末機種と機能情報（イベント情報）とが対応付けた機能管理テーブルが記憶
されており、この機能管理テーブルを参照することにより、どの機種で、どのような機能
を実行するかを判断することができる。
【００６０】
　また、Ｓ１０８において、ファイル生成部４０３により、上述イベントが操作可能であ
ると判断されると、当該ファイル生成部４０３においてイベント情報を含んだ受信端末用
操作誘導ファイルが生成され、そして受信端末３００に送信される（Ｓ１１０）。
【００６１】
　受信端末３００では、受信端末用操作誘導ファイル（イベント情報を含む）が制御部３
０３により受信されると、制御部３０３により設定情報の確認処理が、設定部３０４に対
して行われる（Ｓ１１１）。そして、制御部３０３により、操作手順情報報憶部３０５ａ
から設定情報に応じた端末操作手順が取得され（Ｓ１１２）、そして実行される（Ｓ１１
３）。ユーザは操作手順にしたがって操作を実行すると、その実行した操作が操作記憶部
３０５ｂに記憶される（Ｓ１１４）。
【００６２】
　つぎに本実施形態の通信システム１０の作用効果について説明する。本実施形態の通信
システム１０においては、送信端末１００のメーラ１０３は、操作手順を含んだ操作誘導
ファイルを電子メールで送信し、受信端末３００においては、メール受信部３０１が操作
誘導ファイルを受信する。そして、受信端末３００の表示部３０７等が、操作誘導ファイ
ルに従った操作手順をユーザに提示することができる。これにより、遠隔にいるユーザに
対して操作誘導を確実に行うことができる。なお、表示部３０７がユーザに操作手順を提
示する代わりに、スピーカ部３０６またはボタン部３０８などを用いても良い。
【００６３】
　さらに詳しく説明すると、本実施形態の通信システム１０において、受信端末３００の
制御部３０３は、受信された操作誘導ファイルを操作情報変換サーバ４００に送信する。
そして、この操作情報変換サーバ４００の通信制御部４０１が受信端末３００から操作誘
導ファイルを受信すると、操作情報解析部４０２はこの操作誘導ファイルに示された操作
手順により実現されるイベントを、データベース部４０２ａに記憶されている情報に基づ
いて認識する。そして、ファイル生成部４０３は、そのイベント情報を含んだ受信端末用
操作誘導ファイルを生成し、通信制御部４０１が生成した受信端末用操作誘導ファイル（
イベント情報を含む）を受信端末３００に返信することができる。受信端末３００では、
表示部３０７等が、操作情報変換サーバ４００から送信された受信端末用操作誘導ファイ
ル（イベント情報）に従った操作手順をユーザに提示することができる。よって、異機種
間における操作性の相違を操作情報変換サーバ４００により吸収し、受信端末３００にあ
ったイベント情報を通知することができ、遠隔にいるユーザに対して操作誘導を確実に行
うことができる。
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【００６４】
　また、本実施形態の通信システム１０は、受信端末３００は、データベース部３０５（
操作手順情報記憶部３０５ａ）にイベント情報と操作手順とを対応付けて記憶しておき、
制御部３０３は操作情報変換サーバ４００から返信されたイベント情報に対応する操作手
順を抽出して、当該操作手順を、表示部３０７等をもって提示することで、異機種間にお
ける操作性に相違があっても、受信端末は適切な操作手順を取得し、ユーザに提示するこ
とができる。
【００６５】
　また、本実施形態の通信システム１０は、操作情報変換サーバ４００において、操作情
報解析部４０２は、送信端末１００で行われた操作手順情報に基づいてイベントを認識し
、ファイル生成部４０３は、その認識したイベントが受信端末の機種情報に基づいて当該
受信端末において操作可能なイベントであるか否かを判断する。ここでは機能管理テーブ
ル４０３ａに記憶されている情報から当該イベントが操作可能であるかが判断される。そ
して、操作情報変換サーバ４００におけるファイル生成部４０３が受信端末３００におい
て操作可能なイベントではないと判断すると、通信制御部４０１はその旨を受信端末３０
０に送信する。これにより、受信端末３００において操作可能なイベントではない場合、
例えばテレビ機能が無いのに、テレビ操作を含んだ操作手順情報が送信側から送信された
場合には、その旨を受信端末において知ることができる。よって、操作することができな
いイベントを受信端末に送ることなく、操作性のよいシステムを提供することができる。
【００６６】
　また、本実施形態の通信システム１０は、受信端末３００が備えている機能またはデバ
イス（例えば、スピーカ部３０６、表示部３０７、ボタン部３０８など）の設定状態（オ
ン状態・オフ状態）を設定部３０４が記憶しておき、制御部３０３は、その設定状態に基
づいて定められた操作手順方法で操作手順を提示することができる。よって、例えば、マ
ナーモードなど音が出ない場合には、スピーカを用いた操作誘導を行わないようにするこ
とができ、使い勝手の良い装置を実現することができる。
【符号の説明】
【００６７】
１０…通信システム、３００…受信端末、１００…送信端末、１００…通信システム、１
００…送信端末、１０１…端末操作入力部、１０２…データベース部、１０２ａ…操作履
歴記憶部、１０２ｂ…対応端末機種記憶部、１０３…メーラ、２００…通信接続サーバ、
３００…受信端末、３０１…メール受信部、３０２…添付ファイル抽出部、３０３…制御
部、３０４…設定部、３０５…データベース部、３０５ａ…操作手順情報記憶部、３０５
ｂ…操作記憶部、３０６…スピーカ部、３０７…表示部、３０８…ボタン部、３０８ａ…
十字ボタン、４００…操作情報変換サーバ、４０１…通信制御部、４０２…操作情報解析
部、４０２…データベース部、４０２…操作情報解析部、４０２ａ…データベース部、４
０２ｂ…変換部、４０３…ファイル生成部、４０３ａ…機能管理テーブル。
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